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本
法
律
案
は
、
太
陽
電
池
廃
棄
物
の
排
出
量
の
著
し
い
増
加
に
対
処
す
る
上
で
太
陽
電
池
の
廃
棄
の
抑
制
及
び
太
陽
電
池
廃

棄
物
の
再
資
源
化
等
に
よ
る
減
量
が
よ
り
重
要
と
な
る
こ
と
に
鑑
み
、
太
陽
電
池
の
廃
棄
の
抑
制
及
び
太
陽
電
池
廃
棄
物
の
再

資
源
化
等
の
推
進
を
図
る
た
め
、
事
業
用
太
陽
電
池
廃
棄
者
が
事
業
用
太
陽
電
池
の
廃
棄
の
抑
制
及
び
事
業
用
太
陽
電
池
廃
棄

物
の
再
資
源
化
等
の
実
施
に
向
け
て
取
り
組
む
べ
き
措
置
に
関
し
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
の
策
定
、
多
量
事
業
用
太
陽

電
池
廃
棄
者
に
よ
る
多
量
事
業
用
太
陽
電
池
廃
棄
実
施
計
画
に
係
る
届
出
並
び
に
当
該
届
出
に
係
る
勧
告
及
び
命
令
、
太
陽
電

池
廃
棄
物
再
資
源
化
等
事
業
の
実
施
の
た
め
の
措
置
等
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。 

一
、
主
務
大
臣
は
、
太
陽
電
池
の
廃
棄
の
抑
制
及
び
太
陽
電
池
廃
棄
物
の
再
資
源
化
等
の
推
進
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
図
る

 

た
め
、
目
指
す
べ
き
目
標
を
定
め
、
施
策
の
方
向
性
を
提
示
す
る
基
本
方
針
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

二
、
主
務
大
臣
は
、
事
業
用
太
陽
電
池
廃
棄
者
に
よ
る
事
業
用
太
陽
電
池
の
廃
棄
の
抑
制
及
び
事
業
用
太
陽
電
池
廃
棄
物
の
再

資
源
化
等
の
実
施
に
向
け
て
取
り
組
む
べ
き
措
置
に
関
し
、
判
断
基
準
を
定
め
、
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
す
る
こ
と
が
で



二

き
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
多
量
事
業
用
太
陽
電
池
廃
棄
者
（
事
業
用
太
陽
電
池
廃
棄
者
で
あ
っ
て
、
廃
棄
を
し
よ
う
と
す

る
事
業
用
太
陽
電
池
の
重
量
が
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
）
に
対
し
、
多
量
事
業
用
太
陽
電
池
廃
棄
実
施
計
画

の
主
務
大
臣
へ
の
届
出
を
義
務
付
け
、
当
該
届
出
の
内
容
が
判
断
基
準
に
照
ら
し
て
著
し
く
不
十
分
で
あ
る
と
認
め
る
と
き

 

は
、
主
務
大
臣
が
勧
告
及
び
命
令
を
で
き
る
も
の
と
す
る
。

三
、
費
用
効
率
的
な
再
資
源
化
等
の
促
進
の
た
め
、
太
陽
電
池
廃
棄
物
の
再
資
源
化
等
事
業
計
画
の
認
定
制
度
を
創
設
し
、
廃

 

棄
物
処
理
法
の
事
業
許
可
と
保
管
基
準
の
特
例
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
。

四
、
太
陽
電
池
の
製
造
・
輸
入
業
者
等
に
対
し
、
環
境
に
配
慮
し
た
設
計
が
な
さ
れ
た
太
陽
電
池
の
製
造
・
販
売
、
含
有
物
質

 

の
情
報
提
供
等
に
係
る
措
置
を
講
ず
る
。

五
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か

ら
施
行
す
る
。 

六
、
政
府
は
、
太
陽
電
池
廃
棄
物
の
排
出
量
の
見
込
み
、
再
資
源
化
等
に
要
す
る
費
用
の
推
移
等
を
勘
案
し
、
本
制
度
の
在
り

方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
多
量
事
業
用
太
陽
電
池
廃
棄
者
の
要
件
の
見
直
し
、
太
陽
電

 

池
の
廃
棄
に
関
係
す
る
者
に
対
す
る
再
資
源
化
等
の
選
択
に
係
る
義
務
付
け
等
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。


